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午後２時 00 分開会  

○総合対策部活動推進担当課長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成 30

年度第１回「地域における青少年健全育成推進会議」を開催いたします。  

  本日は、御多用のところ、またお暑い中、御出席いただきまして誠にありがとうござ

います。本日、進行役を務めます東京都青少年・治安対策本部活動推進担当課長の松屋

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、まず、初めに配付資料の確認をさせていただきます。お手元に次第、設置

要綱、委員名簿、資料の１、資料の２、資料の３、その他、参考資料としまして、クリ

アファイルの中に東京都青少年課のリーフレットをお配りしております。また、今年度

の広報グッズ、ボールペンと下敷きをお配りしておりますので、御活用いただければと

思います。  

  次に、本日の会議の公開についてですが、設置要綱第８及び都の附属機関等設置運営

要綱に規定されておりますので、原則公開ということにいたします。議事録についても

同様の扱いとなりますので、御承知おきください。議事録につきましては、本会議の終

了後、委員の皆様に御確認いただいた後で公開する予定にしております。  

  それでは、次第に沿って議事を進めさせていただきます。  

  まず、開会に当たりまして、当推進会議の会長を務めます、東京都青少年・治安対策

本部長の大澤から御挨拶申し上げます。  

○青少年・治安対策本部長  東京都青少年・治安対策本部長の大澤でございます。  

  第１回の地域における青少年健全育成推進会議の開会に当たりまして、一言 御挨拶申

し上げます。  

  委員の皆様方におかれましては、本日、御多用のところ、御出席を賜りまして誠にあ

りがとうございます。また、平素より、それぞれの地域、あるいは様々なお立場で、青

少年の健全育成にご尽力をいただいておりますことに深く敬意を表しますとともに、心

より感謝申し上げます。  

  東京都では、今年度から「地域における青少年健全育成事業」といたしまして、これ

までの子供の正義感、倫理観を育む取組に加えまして、新たに、地域の中で障がい者、
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高齢者などとの交流によ り「他者を思いやる」、外国人を通じて「多文化への理解を深

める」など青少年のダイバーシティ意識を育む取組を強化し、事業全体を通して「リス

ペクト」の意識醸成につながる取組を充実させているところです。  

  青少年がこのような意識を育みながら、心身ともに健やかに成長していくためには、

家庭や学校だけでなく、地域社会全体のサポートが不可欠であります。青少年が 、地域

の方々とのふれあいや様々な体験を通じて、多様な価値観に触れ、社会性を身に付ける

ことができるよう、社会全体で青少年を育てていく環境を整備していく必要がございま

す。特に、各地域において青少年の健全育成の最前線で御活躍の地区委員や青少年関係

団体の皆様のお力が非常に重要であると認識しております。  

  当会議は、東京都と区市町村、そして、地区委員や青少年関係団体の皆様と ともに、

地域における青少年健全育成事業の一層の推進を図りたく、新たに設置いたしました。

今後も、この会議を通し、皆様とより一層連携を深め、青少年の健やかな成長に向けて、

一丸となって取り組んでいくことができればと考えておりますので、今後とも御協力の

ほどよろしくお願いいたします。  

  本日は、まず、東京都の今年度の新たな事業を説明させていただき、その後、「地域全

体で青少年の成長を支えるために」という観点から、東京都と東京都教育委員会の取組

について御紹介をさせていただいた上で、意見交換をさせていただければと存じます。 

ぜひ委員の皆様から、日頃の活動を通じて感じていらっしゃる昨今の青少年をめぐる

課題や忌憚のない御意見をいただき、今後の東京都の取組を進めてまいりたいと考えて

おります。  

  本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、委員紹介の前に出席状況を報告いたします。御欠席の連絡をいただいて

おりますのは、東京都公立中学校ＰＴＡ協議会副会長、浅見委員、東京都私立中学高等

学校父母の会中央連合会会長、鹿濱委員、東京商工会議所総務統括部総務課長、長嶋委

員、東京都市長会武蔵村山市教育部長、田代委員、東京都産業労働局産業企画担当部長、

武田委員、以上５名の委員の皆様でございます。また、東京都小学校ＰＴＡ協議会の吉

田委員から、遅れるという御連絡をいただいております。  
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  続きまして、本日、初めての開催になりますので、委員の皆様から自己紹介と、ぜひ、

取り組まれている事業についても御紹介いただければと思います。誠に申し訳ございま

せんが、全体の会議時間の関係もございますので、１、２分程度でお願いできればと思

います。  

  それでは、日本ボーイスカウト東京連盟理事、浅野委員から時計回りにお願いいたし

ます。  

○浅野委員  東京連盟の理事、浅野麻利子と申します。よろしくお願いいたします。  

  ボーイスカウトは、今 169 の国と地域で行われておりまして、大体 4,000 万人ぐらい

の子供と指導者がおります。日本におきましては 10 万 5,000 人ぐらい、それで東京は、

その大体１割です。１割のスカウトとリーダーが東京で生活をしているということで、

とても重要なことだと私たちは思っております。今、一番大切にしているのは、どんな

子供たちも、指導者同士も、お互いに危害を与えない、Ｓａｆｅ  Ｆｒｏｍ  Ｈａｒｍ

って、いじめとかそういうものから守りましょうということに取り組んでおります。  

  以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  続きまして、東京青年会議所様、お願いいたします。  

○相原委員  すみません、東京青年会議所理事長の石川が、本日、急に来られなくなりま

したので、代理で事務局長の相原が参加しております。よろしくお願いいたします。  

  東京青年会議所は 23 区の 25 歳から 40 歳の青年経済人が集まった団体であります。今

は会員が 700 人を超えています。青少年健全育成の事業に関しましては、来年で 70 周

年を迎えますが、創立以来いろいろと取り組んでいる事業がございます。その一つとし

て一番大きなイベントとして、今度の日曜日に日本全国の小学生を対象とした、両国国

技館でのわんぱく相撲大会があります。以後よろしくお願いいたします。  

以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  次は、東京都中学校長会、臼倉委員、お願いいたします。  

○臼倉委員  はい、失礼いたします。今、御紹介いただきました東京中学校長会、生徒指

導部長の臼倉と申します。  
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  東京都の公立中学校は約 600 ございます。それぞれ地域によって多少、生活指導上の

課題は異なりますが、社会変化によって、どこの地域でも共通する課題もあります。校

長会としまして、生徒指導上の諸問題の解決と生徒の健全育成に 取り組んでいるところ

です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、東京母の会連合会、大川委員、お願いいたします。  

○大川委員  こんにちは。東京母の会連合会の事務局長をやらせていただいております大

川と申します。  

 私は事務局に入りまして１年しか経験がございませんで、まだ、全部は把握できていな

いのですが、母の会は、今、 77 の団体を都内に持っております。少年の健全育成や非行

防止、そして、高齢者や子供たちの交通事故防止等に深く貢献している活動をさせてい

ただいております。昨日も、大澤本部長様を初め少年育成課長の太田様がお見えになり

ましたが、日本武道館で行いました少年の柔道剣道練成大会、これは、一大イベントの

一つで、それも昨日、無事に終了することができました。いろいろ皆様に、これからも

お世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、ＮＰＯ法人日本ガーディアン・エンジェルス、大和田委員、お願いいた

します。  

○大和田委員  ベレー帽をかぶります。私は、ＮＰＯ法人日本ガーディアン・エンジェル

スの理事を務めております大和田尚子と申します。これからよろしくお願いいたします。 

  ガーディアン・エンジェルスは、ニューヨークが大変荒れていた時期に、若者の居場

所という形で、悪いことするよりもいいことしようよという形で、人助けをするところ

から始まりまして、今、 37 年目です。日本では、現在都内では六本木、渋谷、池袋と３

支部がございまして、主に繁華街での防犯パトロール、こうした赤いベレー帽をかぶっ

て防犯パトロールをして、徘回している若い子たちとか子供たちとか、声をかけて、そ

れで何か問題があったら警察とか最寄りの機関に通報する、そういう活動をしておりま

す。また、小学校でも、防犯セミナーを小規模ながらやらせていただいております。直

接、街で若者と、青少年とふれあう機会が多いものですから、微力ではございますが 、
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街の子供たちの健全育成に力を注いでいきたいと思います。  

  よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  次、東京消防少年団連盟、金井委員、お願いいたします。  

○金井委員  東京消防少年団連盟の金井泰子と申します。  

  私どもは、小学校１年生から高校生までの団員が 4,500 名程度おります。それで、防

火防災に関する技術や知識を身に付けるべく訓練して、また、命の大切さも教えており

ます。消防少年団には、七つのちかいというのがありまして、これは火の用心に努めま

すとか、互いに助け合いますとかいったものですが、七つのちかいに沿って活動してお

ります。これも一つの青少年の健全育成でございます。  

  よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、ＮＰＯ法人東京都子ども会連合会、齋藤委員、お願いいたします。  

○齋藤委員  東京都子ども会連合会の理事長をしております齋藤と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

  ここにおられます委員の皆様は、多分、子ども会というのはご承知かと思います。残

念ながら東京都の子ども会連合会には正会員が 15 団体しかございません。児童生徒数

からすると、本当に一握りの団体になっております。以前はかなり多くの子供たちが参

加していたのですが、今、若いお母さんたちが働くということで、なかなか地域で子ど

も会を担って面倒を見てくれる方々がいなくなってきたということが現実でございま

す。これは東京に限らず、全国の子ども会もそうでございます。今、全国子ども会連合

会では約 380 万人の会員を擁護しておりますが、年々１割ずつ減ってきており、東京で

も例外ではなく７万人ほどの子供しかおりません。  

  ただし、それぞれの地域にはそれぞれ子ども会は実在しておりますので、今後この地

域を子ども会連合会と一緒に手を携えて、青少年の健全育成に取り組めないかというこ

との課題は多くありますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  続きまして、東京都私立幼稚園連合会、髙畑委員、お願いいたします。  
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○髙畑委員  東京都私立幼稚園連合会事務局長の髙畑でございます。  

  東京都におきましては、公立の幼稚園というのはほとんどございませんで、ほとんど

が私立の幼稚園でございます。私どもの団体では 792 園の幼稚園が加盟しておりますけ

れども、その 792 園で約 15 万人の園児を抱えております。  

  以上でございます。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  続きまして、東京都民生児童委員連合会、内藤委員、お願いいたします。  

○内藤委員  東京都民生児童委員連合会の内藤です。よろしくお願いします。  

  東京都民生委員は１万人おりまして、その様な中、代表として出席させていただきま

す。よろしくお願いします。  

  最近、子供を取り巻く環境が変わりまして、大変問題も多くなりましたんですけど、

７月、８月、９月に、子供を中心として地区連絡協議会を予定しております。子供を取

り巻く環境をどういうふうに育てていくか、児童相談所、子ども家庭支援センター、学

校、それから警察を中心に、そして、民生委員もその中に入れさせていただいて、これ

からの地区での会議を東京でさせていただきます。そして、また夏のイベントにおきま

しても、各イベントに民生委員も参加させていただいて、地域の交流を深めております。

また、ボランティア活動も日々活動させていただいています。よろしくお願いします。 

  以上でございます。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、八王子市青少年対策地区委員会連絡会、中原委員、お願いいたします。  

○中原委員  中原でございます。  

  八王子市では「青少対」という略号で呼んでおりまして、八王子市内 37 地区を各地区

に分けて、それぞれの会長さんを設け、年間を通してどんな事業をしていくのかという

ことを検討しながら、今 140 を超す事業をやっております。全体的には、一つの例とし

てはクリーン活動、これは市内をとにかくごみのない街にしようということで、年３回

ごみを回収して、特に小学校生徒、中学校生徒に参加してもらって、やはり、ごみは捨

てないものという認識を植え付けていきたいというのが一つの目的でございます。  

  それと、学校と地域の一体化、やはり地域が発展するためには学校も発展してもらわ
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なきゃ困るし、学校が発展するには地域が発展しないと一体化できていけないというと

ころを観点に置いて、各地区会長さんは奮闘努力しているというのが現状でございます。 

  とにかく、子供の健全育成について、夜間パトロールから何からみんな絡めて全部や

っておりますので、また今日、この席で教えていただいたことを、また戻りまして、皆

さんに伝えて、新たな事業が展開できればなとこのように考えておりますので、本日、

よろしくどうぞお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございます。  

  続きまして、東京都公立小学校長会、原委員、お願いいたします。  

○原委員  失礼いたします。東京都公立小学校長会、庶務部長を務めさせていただいてお

ります、文京区立湯島小学校校長の原でございます。よろしくお願いいたします。  

  約 1,280 校の公立小学校の校長が組織している団体でございます。今、皆さんご承知

のように、昨年度３月、学習指導要領が改訂され、今年度から前倒しになって特別の教

科道徳が実施されております。教員は、道徳を評価していくという非常に難しいテーマ

に今迫られておりまして、１学期終わったところでございますけれども、「あゆみ」と

か通知表に子供の変容、あるいは努力しているところ、すばらしいところを見取って書

いていくということを進めているところです。地域に子供たちが戻ったときに、実践力

が培われるといいなと思っています。  

  また、プログラミング教育や外国語活動が入ってきまして、小学校の校長会の方も、

そういった検証をしております。私の学校も東京都情報モラル推進校、東京都プログラ

ミング教育推進校の１校でございます。何か、皆様のお手を拝借しながら、子供 たちの

力を一層育てていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、東京私立中学高等学校協会、間庭委員、お願いいたします。  

○間庭委員  東京私立中学高等学校協会、事務局長の間庭と申します。よろしくお願い申

し上げます。  

  当協会、中学校 184 校、高校 239 校の私学が集まっております。私学は、その各々の

建学の精神であったり、教育方針であったり、個々の考え方に基づいて実施をしている

ところでございまして、その地域、地域の中で、各学校がその役割を果たしていってい
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ると思っております。また、一方協会としても、生徒生活指導のための委員会を設けて、

全体的に意見を共有したりしながら進めているということもございます。加えて、こう

した会議等々、青少年・治安対策本部さんの方で打ち出す方針等々につきましても、協

会理事会の中で全校にお知らせをしながら、青少年の健全育成にも取り組んでいる、そ

ういうところでございます。  

  どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、早稲田いのちのまちづくり実行委員会、安井委員、お願いいたします。  

○安井委員  いのちのまちづくりという名前で、決して宗教団体ではないんで、ご安心を

いただきたいと思うんですけれども、商店会を場にした地域活動の会合であります。  

  早稲田、名前でおわかりのように早稲田大学のある、あの早稲田の町からスタートし

ているんですけれども、私自身は新宿区商店会連合会の副会長で事業部長をやっており

ます。商店、商店街が、もう物を売ったり買ったり、サービスの提供をすることが第一

義の仕事ではないだろうと、いわゆる地域の皆さんの安心・安全 を担保する、これが商

店街の大きな仕事だと。具体的には、子育て支援と高齢者対応というのが、今、動こう、

動き始めたところであります。この会を通じて、ぜひ、ぜひ、もうちょっとブラッシュ

アップできるようなことを考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、ガールスカウト東京都連盟、山下委員、お願いいたします。  

○山下委員  ガールスカウト東京都連盟、連盟長の山下と申します。  

  東京の、日本のガールスカウトは 2020 年に 100 周年を迎えます。世界で今 146 の地域

で活動しており、日本には３万人、東京には、その１割の約 3,000 人の会員がおります。

少女と若い女性が、責任ある世界市民となれるように、自ら考え、行動できる女性を教

育するをモットーに、日頃から活動しています。少女たちは、ガールスカウトの経験な

どを積み、その中から、自ら考え、行動できる女性になれるように、私たちも支援して

います。そのような経験が少しでもお役に立てればと思っておりますので、どうぞ皆様、

よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  
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  続きまして、特別区長会、星野委員、お願いいたします。  

○星野委員  特別区企画財政担当部長会、会長を務めております渋谷区経営企画部長の星

野でございます。  

  最近のニュースで、全国の警察が認知した今年上半期の刑法犯の件数が戦後最少ペー

スであるということを知りました。警察庁によりますと、この原因は、官民一体となっ

た対策の成果に加えて、若者の規範意識の向上によるものと分析しているとのことでし

た。大変喜ばしいことであると思います。これから 2020 オリンピック・パラリンピッ

クが間近に迫り、ますますスポーツが盛んになってきております。各区においても、様々

イベントに取り組んできているところでございますが、体を動かすことは健全な精神を

養うことにつながります。このオリンピックの機会を捉えまして、スポーツを通じ、さ

らに若者の規範意識向上をさせていくことができればと考えているところです。  

  どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、東京都町村会、井上委員、お願いいたします。  

○井上委員  皆様こんにちは。東京都町村会の代表でございます奥多摩町総務課長の井上で

ございます。  

東京の町村、西多摩地区に四つ、島しょ部に九つ、計 13 の町村がございまして、人口

３万人以上の町から、 200 に満たない村までということで、非常に様々な形での行政運営

をしているところでございます。その中で、やはり青少年の健全育成ということで、それ

ぞれの町村で個性を持って取り組んでいるところでございます。私どもの町も少子高齢化

が進みまして、現在 5,200 名の人口、児童生徒数が 230 名程度ということなんですけれど

も、その反面、地域で周りの隣近所がよく見えるというようなことで、地域で子供たちを

育てていこうということで、学校の登・下校時には、必ず子供たちも、通学途中で地域の

人たちに挨拶をしており、地域全体で子供の、青少年の健全育成に取り組んでいるという

ような対応をしているところでございます。  

本日、この会議で、またいろいろな情報をお伺いして、それぞれの町村で、また取組を

始めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  
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  続きまして、東京都福祉保健局少子社会対策部、谷田委員、お願いいたします。  

○谷田委員  福祉保健局の少子社会対策部の谷田と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。  

  私どもの方は、子供たちも、そういった意味では家庭でのその養育力の向上ですとか、

あるいは社会全体でどうやって子供たちを見守るかという観点での、保育の整備も含め

てですけれども、そういった仕事をしておりますが、皆さん、ご案内のとおり昨今、ち

ょうど今回、目黒区でのその虐待による死亡の事件もございまして、今、一つの大きな

課題としては、児童虐待防止のための様々な施策の再構築という形のものが求められて

いると思っております。いずれにいたしましても、この会議の地域における青少年の健

全育成ということで、ここにお集まりの皆さん方と非常に密接な関係にあると思ってお

りますので、引き続き、いろんな形でのお知恵も拝借したいと思っておりますし、また、

この会議の成果もきちんと持ち帰れるようにしたいというふうに思っております。  

  どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、東京消防庁防災部、鈴木委員、お願いいたします。  

○鈴木委員  皆さん、こんにちは。東京消防庁防災部長の鈴木でございます。  

  東京消防庁管内には、消防少年団、 80 の団がございます。つきましては、東京消防少

年団連盟との連携の下、将来の地域防災の担い手となる少年団員の育成事業に取り組ん

でおります。また、東京都教育庁、あるいは生活文化局との連携の下、公立小中高等学

校、私立小中高等学校等の総合防災教育にも取り組んでおります。  

  どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、警視庁生活安全部少年育成課、太田一豊委員、お願いいたします。  

○太田（一豊）委員  皆様、こんにちは。ただいま御紹介いただきました、本年の２月付

で着任をいたしました太田と申します。  

  生活安全部での勤務は少ないこともあり、皆さんのお力になれるかどうかわかりませ

んが、少年の健全育成と非行防止に全力を尽くしてまいりたいと思っております。今後

ともよろしくお願いいたします。  
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○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、教育庁地域教育支援部、太田誠一委員、お願いいたします。  

○太田（誠一）委員  東京都教育庁地域教育支援部長の太田でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。  

  仕事といたしましては、地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間

企業、団体等の幅広い地域住民等の参画を得まして、地域全体で子供たちの学びや成長

を支えるとともに、学校を拠点とした持続可能な地域づくり、これを目指して、地域と

学校が相互にパートナーとして連携・協働を行うという地域学校協働活動 の推進に取り

組んでおります。ぜひ、皆様方に御協力いただきまして、より良い社会にしていきたい

と考えております。  

  どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  続きまして、教育庁地域教育支援部、梶野主任社会教育主事、お願いいたします。  

○梶野主事  同じく教育庁地域教育支援部の主任社会教育主事、梶野と申します。  

  後ほど、教育庁の施策について御説明をさせていただきたいと思います。そのときに、

また詳しく取組を紹介させていただけたらと思います。  

  本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、それでは、次に、遅れて御参加いただきました板

橋区青少年健全育成地区委員会連合会、古谷委員、自己紹介と取り組んでいらっしゃる

ことについて、お話しいただけますでしょうか。  

○古谷委員  遅れて申し訳ございませんでした。板橋区の青少年健全育成地区委員会連合

会の古谷と申します。  

  板橋では 18 の地域がありまして、それぞれが青少年の健全育成に関わっております。

主なのは体育活動だとか、そういうことが主なことでございます。今年も春の少年野球、

それから、これから始まるキャンプ活動ですね、そういうことをこれから進めていきた

いと思っております。その後にもいろいろございますが、内容は、そういう板橋でやっ

ている活動の内容の一端でございます。  

  どうぞよろしくお願いいたします。  
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○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  続きまして、東京都小学校ＰＴＡ協議会、吉田委員、お願いいたします。  

○吉田委員  会議に遅れまして大変申し訳ございませんでした。一般社団法人東京都小学

校ＰＴＡ協議会の吉田でございます。  

  日頃は東京都内の小学生の健全育成のために、皆様御尽力をいただきまして、本当に

ありがとうございます。私たちも、その直接接点のある担い手として日夜努力をしてお

りますが、東京都内のこういった皆様方の御努力に支えられて、健全育成が行われてい

るものと確信をしております。  

  本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。委員の皆様、本当にありがと

うございました。  

  それでは、ここで、東京都青少年・治安対策本部の職員を紹介させていただきます。  

  青少年対策担当部長、井上です。  

○青少年対策担当部長  青少年・治安対策本部で青少年健全育成を担当しております井上

でございます。  

  本日は、本当にお暑い中、この会議にお集まりいただきまして、 誠にありがとうござ

います。  

  先ほど、本部長の方からも申し上げましたけれども、この会議、新たにこの会議を設

けるというところなんですけれども、青少年の健全育成を図るためには、皆様方のお知

恵を拝借しながら、力を結集していくことが必要なのかなというふうに思っています。

つきましては、今日、外は暑いですけれども、それを超える皆様方の熱い意見を、この

後の意見交換にぶつけていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。  

○総合対策部活動推進担当課長  続きまして、総合対策部青少年担当課長、堀江です。  

○総合対策部青少年担当課長  青少年担当、堀江でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。  

○総合対策部活動推進担当課長  続きまして、総合対策部健全育成担当課長、鍋坂です。  

○総合対策部健全育成担当課長  健全育成担当課長、鍋坂と申します。よろしくお願いい
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たします。  

  後ほど、青少年のインターネット利用についてということでお話をさせていただきま

すので、私どもの取組については、そちらの方で御紹介させていただきます。  

  よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  それでは、ここで、要綱第４、２に従いまして、副会長

を選出させていただきます。  

  要綱のとおり、「互選により定める」となっております。どなたか御推薦をお願いいた

します。  

○間庭委員  よろしいでしょうか。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい。  

○間庭委員  早稲田いのちのまちづくり実行委員会の代表の安井潤一郎委員を御推薦申し

上げたいと思います。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございます。  

  ただいま御推薦いただきました安井委員に副会長をお願いさせていただきたいと存じ

ますが、皆様いかがでしょうか。  

（異議なし）  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございます。  

  それでは、安井委員、よろしくお願い申し上げます。  

  こちらに席を用意しておりますので、お手数ですが、御移動いただければと思います。  

（安井委員  副会長席へ移動）  

○総合対策部活動推進担当課長  それでは、安井副会長、先ほど自己紹介していただきま

したが、ここで、もう一言お願いできますでしょうか。  

○安井委員  皆様から御推挙をいただきました。微力ですが、一生懸命頑張りたいと、頑

張りますので、よろしくお願いいたします。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  それでは、議題の方に入ってまいります。  

  議題１「地域における青少年健全育成事業」について、説明させていただきます。お

手元の資料１をご覧ください。  
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○青少年課課長代理（活動推進担当）  東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課

の岡本と申します。よろしくお願いいたします。  

  私の方から資料１について説明させていただきます。  

  東京都青少年・治安対策本部では、今年度から「地域における青少年健全育成事業」

として、新しい事業をスタートさせております。これまで、「こころの東京革命」の 下

で、子供の正義感、倫理観を育む取組を行ってまいりました。今年度からは、これらに

加え、地域の中で、高齢者や障がい者など様々な人との交流により「他者を思いやる」、

外国人を通して「多文化への理解を深める」などの経験を通じて、人それぞれの多様性

を受け入れ、共に歩むといった、「ダイバーシティの意識」を育む取組を加えた健全育

成施策を推進しております。  

  昨今、少子高齢化や核家族化が進み、青少年が日常的に大人とふれあう機会が減少し

ている中で、地域全体で青少年の健全育成に取り組む重要性はさらに増しているように

感じております。そのため、私どもとしては、区市町村はもとより、各地域において青

少年の健全育成の最前線でご活躍の団体の皆様や地区委員の皆様と、より一層連携しな

がら、青少年が健やかに成長していくサポートができればと考えております。  

  今年度の私どもの新規事業について、説明させていただきます。下の表にあるとおり、

大きく分けて三つに整理しております。まずは「ア  青少年が実践・ふれあえる機会の

提供」に関する事業では、青少年が様々な人とふれあい、様々な体験をする中で成長で

きる場を増やすことを目的として、各事業に取り組んでおります。次に「イ  大人に向

けた意識の醸成及び実践」の事業では、地域で青少年の健全育成に携わる大人の皆様に

少しでもお役に立てればと考えて各事業に取り組んでおります。そして、「ウ  様々な

主体が実施する青少年健全育成の取組への支援」です。こちらは、行政だけでなく、企

業や団体の皆様が行っていらっしゃる青少年健全育成に係る社会貢献事業をサポート

していければと考えております。  

  表の中で丸‘新’マークを付けているものが、今年度の新規事業になります。本日は、

このうち、既にスタートした事業の主なものについて説明させていただきます。  

  まず、ア①の「青少年応援プロジェクト＠地域」です。  

  おめくりいただきまして、資料１－１を御覧ください。この事業では、「多文化ヘの理
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解」、「障がい者への理解」、「高齢者への理解」をテーマに、各地域で講演や交流体験を

通して、ダイバーシティ意識を育むイベントを区市町村と連携して開催いたします。地

域で青少年健全育成に携わっていらっしゃる地区委員の皆様を初めとする大人や、地域

の子供たちに参加を呼びかけ、「自分を尊重し、人を尊重すること 」を伝え、考える機

会を提供していければと考えております。テーマに合った講師の方に、例えば海外での

経験、パラリンピック競技、障がい者対応等の講話や交流を行っていただき、より実践

的な話を伝え、多様性への理解のきっかけとし、自ら発信していくスタートアップ事業

となることを目的としております。  

  今年度は 20 回開催予定で、既に今月頭から各地でスタートし、先週第５回まで終わっ

たところです。御参加いただいた皆様からは、感想として、「実体験に基づいたお話だ

ったので、とても心に響きました。個性的な子供たちがありのままに認められる社会で

あってほしいと切に願います。」ですとか、「ありのままの自分でいられる権利、ありの

ままを認める、自分のでこぼこしているところを受け入れていく ことが大事だと思いま

した。」ですとか、「多感な時期の子供たちに今後も講演内容を伝えていってください。」

などの声をいただきました。今後も、順次、各地で実施していきます。  

  次に、「イ  大人に向けた意識の醸成及び実践」を目的とした事業について説明させて

いただきます。  

  おめくりいただきまして、資料１－２を御覧ください。「地区委員会活動の事例調査」

になります。本日も御出席いただいておりますが、青少年健全育成地区委員会の皆様に

は、地域で青少年の健全育成を図る上で重要な役割を担っていただいております。そこ

で、今年度地区委員会活動の実態や課題を教えていただき、東京都としてどのような支

援ができるのか、効果的な支援につなげていくべく事例調査を行っております。調査の

方法としては、区市町村に御協力いただき、都内全ての地区委員会、現在、都内には 717

ありますが、皆様にアンケートをお配りし、先月末締切りでご回答いただきました。回

答いただいた地区委員会のうち、20 カ所の地区には、個別に電話によるヒアリング調査

も行い、来月末をめどに結果を報告書として冊子にまとめ、区市町村と地区委員会の皆

様に情報提供し、活動に役立てていただきたいと考えております。  

  次に、おめくりいただき、水色のこちらのチラシを御覧ください。地区委員会の方を
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対象とした「ダイバーシティ講座  実施のご案内」になります。地区委員等の地域で青

少年の健全育成のために活動されている皆様を対象とした、多様性や多文化を受け入れ、

尊重するという「ダイバーシティ意識」を育む講座になります。内容は、「概要」欄に

もありますとおり、講師によるダイバーシティに関する講義と、今後の活動への具体的

な活かし方を考えるグループワークになっております。  

  当講座で使うスライドの抜粋を次ページに付けさせていただいております。こちらを

御覧ください。「ダイバーシティ」というと、聞きなれない方には少々難しく、また堅

苦しく感じるかもしれませんが、この講座では、上段の右 側にありますように、「地域

の青少年が、様々な人とのふれあいを通じて、ダイバーシティを受け入れる意識を育み、

誰もがいきいきと活躍できる、まちづくりの実現に向けて一緒に考えましょう」という

内容になっております。  

  おめくりいただきまして裏面ですが、都内の青少年を取り巻く環境として、外国人や

障がいのある方を理解する内容や都の施策について御紹介し、「ダイバーシティを実現

するために」は、自分の先入観や感覚・偏見に捉われることなく、違う観点から物事を

見ることの大切さなど、ダイバーシティに必要な円滑なコミュニケーションについて考

えていただく内容になっております。  

  また、最後に、日頃から地域で青少年の様々な行事や活動に携わっていらっしゃる皆

様がお集まりの講座ですので、実際の活動を想定し、「地域と青少年と○○の交流を図

る活動」の工夫や仕掛け、課題解決についてグループで話し合っていただくような内容

になっております。今後の活動の中で、「こういう視点もあるんだな」という気付きを

持ち帰っていただければと考えております。  

  これまで受講していただいた方からは、「どのようなことに配慮したらいいのか、気付

くことができて良かったです。」とか、「ダイバーシティ」という言葉の理解が深まりま

した。地域にも広がっていくと良いと思いました。」という 御感想をいただきました。

今後も引き続き各地で開催してまいります。  

  説明は以上になりますが、今後も、区市町村や各地域において青少年の健全育成の最

前線で御活躍の青少年団体の皆様や地区委員の皆様の御理解・御協力をいただきながら、

事業を進めていきたいと考えております。  
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  引き続きの御協力をお願いさせていただき、私からの説明は以上とさせていただきま

す。ありがとうございました。  

○総合対策部活動推進担当課長  以上、東京都の事業についての説明でした。  

  何か御質問とか御意見等ございましたら挙手して、お願いいたします。特にありませ

んか。もし、この場で難しいということであれば個別にお問い合わせいただければと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、続きまして、議題２「地域全体で青少年の成長を支えるために」というと

ころで、二つのテーマについてお話させていただきます。  

  まず、「①青少年のインターネット利用について」、東京都の取組を東京都青少年・治

安対策本部総合対策部健全育成担当課長の鍋坂よりお話させていただきます。お手元の

資料２をご覧ください。それでは、お願いいたします。  

○総合対策部健全育成担当課長  それでは、資料２、青少年のインターネット利用につい

てということで、私からお話をさせていただこうと思います。  

  各分野で皆様方、様々な御知見をお持ちで、その皆様方の前で大変僭越なんですけれ

ども、貴重なお時間をいただきましたので、お話をさせていただきます。  

  話の流れといたしましては、青少年のインターネット利用の現状について、それから、

それに対する都の取組についてということを、資料に沿いまして御説明した後に、今後、

私ども、それから皆様方にも御協力いただきながら、どのような方向性をもってこの問

題といいますか、このことに取り組んでいくべきかということで、少し思うところを、

問題提起のような形で述べさせていただきまして、その後、意見交換ということで皆様

から御意見をいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

  インターネット利用の現状でございますけれども、まず、日本におきましては、イン

ターネットが家庭で普及し始めたのは平成７年、ウインドウズ 95 が発売されたころと

言われておりまして、その頃には、パソコンを使ってインターネットを使っていたとい

うことだったと思います。  

  用途につきましては、サイトを閲覧したりだとか、電子メールを使うといった扱い方

が主なところだったかと思いますけれども、そのうち、チャットとか電子掲示板みたい

なもの、そういうコミュニケーションを支援するようなサービスといったものが提供さ
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れ始めるようになりまして、また、ハード面につきましては、ゲーム機であったりとか、

携帯電話についてもインターネットにつながるようになってきて、パソコンを使わなく

ても誰でもインターネットを簡単に利用できるようになってきたということです。それ

で今は、もうスマートフォンがあれば、様々なアプリを入れて、ＳＮＳといったものな

どを使って、知らない人とやりとりができるようになってきたという現状があるかと思

いますけれども、資料の方、表紙を１枚めくっていただきまして、具体的な、私どもの

調査結果で数字で示しますと、これは東京都の方で本年２月に実施いたしました都内の

小学校４年生から高校生の子供さんがいらっしゃる保護者の方、そのうち携帯電話やス

マートフォン等を持たせている方に調査した結果の抜粋でございます。  

  まず、一番最初のグラフですけれども、約７割の子供が、もう携帯電 話、いわゆるガ

ラケーというものではなくてスマートフォンを使っているという現状でございます。２

番目のグラフでは、その持たせた時期につきましては、約３割が小学生以下でスマート

フォンの利用を開始しているということです。三つ目のグラフが、そのスマートフォン

を持っている子供の約８割はＳＮＳを利用しているという状況でございます。一番下の

グラフが、一方でというところなんですけれども、子供の利用状況について、きちっと

把握をして、適切に監督できているかという問いに対して、約６割の保護者の方ができ

ていないという回答をしているというところでございます。  

  保護者の方はどうして、きちんと監督できないのに、そういう認識があるのに、子供

にスマートフォンを持たせているかということも、ここには載っていませんが、質問も

しておりまして、「子供にせがまれたため仕方なく持たせた」という回答が一番多くて、

保護者の３分の１の方がそのような回答をしています。  

  一方で、ガラケーを使わせているという保護者の方にも同じ質問をしているんですけ

れども、その保護者の方の答えは、「子供といつでも連絡がとれるように持たせた」と

いう回答が一番多くて、「子供にせがまれて仕方なく持たせた」という人は 、ガラケー

を持たせている人はほとんどいないということです。ですから、保護者の方は、ガラケ

ーは子供に持たせていいと思っているんだけれども、スマートフ ォンというものは余り

持たせたくないなと思いながらも、持たせているというような実態が見受けられるとい

うことです。  
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  ですが、一方で、子供たちは、８割がＳＮＳを使っているということですから、それ

を使いたいということがスマートフォンを欲しがる一因にあるのではないかと。で、保

護者は、周りも持ち始めているし、仕方なく持たせて、それによって子供たちが、様々

な被害やトラブルに巻き込まれているという実態があるということが見えてくるので

はないかということです。  

  特に、このトラブル、被害の中でも性被害に巻き込まれるということは重大な問題で

ありまして、次の資料なんですけれども、こちら、警察庁の統計で、全国の統計になり

ますけれども、一番上のグラフが、児童買春事件等となっておりますけれども、性交等

をするような、そういった事件に遭ってしまった被害児童の数の平成 12 年から 29 年ま

での推移でございます。児童買春とか、あと児童福祉法、それから、青少年健全育成条

例の様々な違反対応があるんですけれども、一番上の数字が、それを全部合計した数字

のグラフになっておりますけれども、こちらの方が平成 16 年の 3,663 件といったとこ

ろをピークで、そこから徐々に減ってきて、平成 29 年では大体ピークから半分ぐらい

に減ってきているという状況でございます。  

  次のグラフが児童ポルノ事件、これは児童の性的な画像をつくったり提供したり、所

持していたりというような事件の被害児童の数になりますけれども、昨年、若干、減っ

てはいるんですけれども、大きく増加しているという現状でございます。この児童ポル

ノ事件の約４割が、だまされたり脅されたりして、自分の裸の写真などを撮影して送ら

せてしまう自画撮り被害という現状でございまして、一番下のグラフですけれども、児

童ポルノ事件とか児童買春事件、全部合わせてですけれども、これらの要因となってい

るものがＳＮＳに起因しているということが多いんですけれども、平成 15 年からずっ

と下がっている数字、折れ線グラフですけれども、こちらが出会い系サイトに起因する

という事犯の被害児童の数でございます。かつては、その出会い系サイトに起因して被

害に遭っていたんですけれども、平成 15 年に出会い系サイトの規制する法律ができま

して、平成 20 年には、それをさらに強化する改正が行われまして、そこからどんどん

減ってきているという現状です。その平成 20 年から統計が始まって、どんどん伸びて

いる折れ線グラフですけれども、こちらが、ＳＮＳに起因する事犯の被害児童というこ

とですけれども、それに代わってＳＮＳが使われるようになって、どんどん増えてきて
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いるという状態にあります。  

  この、特に自画撮り被害につきましては、スマートフォンといったもので自分の裸を

撮影させられて送らされるという児童が多いですけれども、私どもが運営している「こ

たエール」というネット・ケータイトラブルの相談窓口があるんですけれども、そちら

にもここ数年、数多く相談が寄せられるようになってきております。その相談の中には、

こういった画像を送ってしまった後に、その画像をもとにさらに脅されて、呼び出され

て、さらなる被害に遭ってしまったというようなものとか、ネット上にその画像を流出

されてしまったとか、流出されていない子供たちでも、いつかその画像が公開されてし

まうのではないかという不安を抱えて過ごしているといったような相談が非常に多く

寄せられるようになりました。そういう被害を何とか食い止めたいということで、東京

都では、青少年問題協議会という有識者会議がございまして、そちらの方に諮問いたし

まして、具体的対応策を検討いただくという流れになりました。  

  １枚めくっていただきまして、こちらの方が昨年の５月 30 日にいただきました答申の

概要版なんですけれども、この自画撮り被害を防止するための対策を御審議いただいた

んですけれども、この被害は、まず、スマートフォンなどで１対１の通信の秘密に守ら

れた中で、子供たちが被害に遭っているという現状がございました。それに関しまして

は、保護者の方とか通信事業者の方などがそれを認知して、注意喚起するということは

非常に困難という現状がございました。また、法制度におきましても、勧誘、子供にそ

ういう裸の画像を送ってよと言うことは、刑法の脅迫罪に当たらなければ、それを事前

に規制する法律はございません。相手に画像が渡ってしまってから、児童ポルノ法で、

その画像を止めることしかできないという現状がございます。そういったところから、

青少年自らの判断で断ってもらわないと、画像を送信することが止められない、自画撮

り被害が防止できないという現状がございまして、それを補完するよ うな様々な取組が

必要であるという答申をいただきました。  

  その具体的対応策といたしまして大きく３点ございまして、まず、規制等対応という

ことで、そういう行為につきましては、きちっと規制をした方がいいということ。それ

から、青少年に対しては、普及啓発、教育相談等の対応が必要であろうといったものが

二つ目。三つ目が、今の最新の技術で何とか止めるということもできるのではないかと
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いうような内容でございました。  

  規制等対応につきましては、丸の一つ目ですけれども、青少年に児童ポルノ等の作成・

提供を不当に勧誘する行為を罰則をもって禁止すべきということで答申をいただきま

して、これにつきましては、昨年の 12 月に青少年健全育成条例を改正いたしまして、

本年２月１日から施行いたしました。その結果、今年の５月には警視庁の方で改正条例

を適用した初の検挙といったこともございました。  

  この罰則をもって禁止する条例改正をしたといったところが、次の、１枚めくってい

ただいたチラシなんですけれども、こういう裸の画像を送ってということを 18 歳未満

に言うことにつきましては犯罪だということを社会全体に広く周知しなければいけな

いというチラシでございますけれども、また、子供たちには、このような行為は犯罪な

ので、要求されても応じる必要はないよということを啓発するものでございます。要求

を受けた段階で、また、万が一送ってしまったとしても、すぐに相談してほしいという

ことで「こたエール」を紹介しているというものでございます。  

  １枚戻っていただきまして、規制等対応の二つ目なんですけれども、民間相談窓口を

含めた関係機関の連携による勧誘段階での被害防止ということで、そういった相談機関

が連携して、勧誘段階でどうにか相談を受けて被害を止めた方がいいのではないかとい

う答申でございますけれども、こちらの関係につきましても、都 の方で様々な相談窓口

と連絡会を実施いたしまして、相談窓口の横の連携に努めるとと もに、様々な機会を通

じまして、皆様方の地域で御活動される方とか、学校関係者の方とかにも、相談窓口の

周知に努めているというところでございます。  

  丸の三つ目が、このインターネットを悪用した犯罪につきましては、県境というもの

はございませんので、他の道府県とか国に対しても、同様の条例改正とか法整備の検討

みたいなものは要望していった方がいいのではないかということでございますけれど

も、そのような検討をいただくように、様々な道府県に情報提供したり、国の方に要望

を上げたりといったことを行っているところでございます。  

  次の普及啓発、教育、相談につきましては、資料を二つほどめくっていただきまして、

「ちょっと待って、あの日の自分」というペーパーがございますけれども、そう いう題

名で、自画撮り被害を知ってもらうための啓発動画を作成いたしました。こちら、高校
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生目線からドラマ形式で描いたものと保護者目線のもの、２種類を作成しております。

本日、高校生用のものを、１分のダイジェスト版で御用意いたしましたので、どのよう

なものか、ちょっと御覧いただきたいと思います。  

（動画を流す）  

○総合対策部健全育成担当課長  こういうのが自画撮り被害の典型的なものということで、

ＤＶＤにつきましては、その後のこととか、どうしてこういうことになったかといった

ところも描かれているんですけれども、完全版の方が 20 分少々なんですけれども、東

京動画という東京都のサイトでも、あとＹｏｕＴｕｂｅでも御覧いただくことができま

すので、ぜひお時間がありましたら御覧いただきたいと思います。  

  資料の方は次、１枚めくっていただいて、ファミリｅルール講座でございます。こち

らの方は年間約 600 回ぐらい、学校等で御協力いただきまして開催しているものでござ

いますけれども、今まで、このファミリｅルール講座というのは、文字どおり家庭での

ルールづくりを中心に講座をやっておりました。これとは別に、性被害防止というテー

マでも講座をやっていたんですけれども、いろんなところで、性被害防止という内容は

いいんだけれども、性被害と言われるとなかなか申し込みづらいし、受講するのもちゅ

うちょするんだという御意見をいただきまして、本年度からファミリｅルール講座とい

う名称で統一いたしまして、スマートフォンやＳＮＳの特徴といったものから、その使

い方、それから被害事例などを一体的に学べるようにいたしました。また、希望に応じ

て講座の内容を選択いただけるような形にして、受講いただきやすいような形に 本年度

リニューアルをして実施しているというものでございます。この案内チラシは、ちょっ

とボリュームが多いんですけれども、お時間があるときに見ていただければと思います。 

  めくっていただいて次の資料が、「夏休み前に２つのアイテムをＧＥＴゲットしよう」

というものですけれども、こちら、新たな本年度からの取組といたしまして、ＳＮＳで

犯罪に巻き込まれる子供たちといったものは、当然ＳＮＳを使っているということもあ

りまして、そのＳＮＳを使って啓発をしていこうということでございます。Ｔｗｉｔｔ

ｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩＮＥの三つで、青少年・治安対策本部のキャラクターで

あります「みまもりぃぬ」というアカウントを取得いたしまして、今月から、様々な情

報発信をしております。まずは今、夏休みにＳＮＳで性被害とかに遭わないようにとい
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うことで、自画撮り被害を中心に、情報を発信し始めたところでございます。いろんな

ところでお子様方にこれを登録いただいて、見ていただければというところでございま

す。  

  下が「こたエール」なんですけれども、こちらの方も８月１日から２週間、ＬＩＮＥ

で相談を受け付けるということを実施いたします。実は、５月にも２週間ほど試行実施

したんですけれども、やはり子供たちにとりましては、電話やメールで相談するという

よりも、ＬＩＮＥでコミュニケーションを取るということは非常になじみがあるようで、

多くの相談が寄せられるような実態があります。今回も、なるべく気軽に相談いただけ

ればということで実施するものでございます。  

  以上が、自画撮り被害防止に向けた東京都の取組の紹介でございますけれども、多く

の子供たち、それから保護者の方に御活用いただきたいと思いますので、ぜひ皆様にも、

様々なところで宣伝いただければと思うところでございます。  

  資料の方では、ちょっと何枚か戻っていただきまして、青少年問題協議会の答申の 技

術的対応の部分なんですけれども、こちらの方の現在の推進状況でございますけれども、

まず、ネット上でそういった自画撮り被害のような働きかけを何とか防止できるような

アプリケーションみたいなものはないかということで、そういったアプリケーション、

有益なアプリケーションがありましたら東京都の方で推奨をするという制度を今回の

条例改正で盛り込んで、新たな制度を創設いたしました。現在、検討委員会を設けまし

て、アプリを推奨する上での評価基準を策定しているというところでございます。評価

できる仕組みが整いましたら、民間事業者からの申請受付を開始いたしまして、申請が

あったアプリケーション、有益なものを広く使ってもらうことで、こういう被害防止に

つながっていければと考えているところでございます。こちら、現在、鋭意推進中とい

ったところでございます。  

  以上が、私どもの取組なんですけれども、今後どのように取り組んでいこうかという

ことで考えていく上で、皆様方から御知見を頂戴いたしたいと考えておりまして、２点

ほど思うところ、問題提起といったことで、ペーパーがないんですけれども、少しお話

しさせていただきたいと思います。  

  皆様方の中にも、そういった危険性があるスマートフォンといったものを、そもそも
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幼い子供に持たせない方がいいのではないか、ある程度の年齢になってからの方がいい

のではないかということをお考えの方もいらっしゃると思うんですけれども、もちろん

保護者の方で、そのような判断をされる方といったのは正しいと思います。インターネ

ットとかＳＮＳを使わせなければ、こういった被害に遭う危険性といったものは減るの

は間違いないかと思うんです。  

  しかしながら、先ほども御紹介の中でありましたけれども、プログラミング教育みた

いなものも始まるという話もございますし、インターネットに全く触れることなく生き

ていくということは、現代においてはできないという実態でございます。子供のうちか

らなれ親しむということも重要だという考え方も一方では正しいのではないかと思い

ますし、既に子供たちの多くが使っているという実態もございます。東京都といたしま

しては、子供たちが使っていることを前提に、いかに子供たちがそういった被害に巻き

込まれないようにしていくかといったことを考えていかなければならないのかなとい

うことだと思います。  

  その中で、自画撮り被害とか、そういうＳＮＳに起因する犯罪被害につきましては、

具体的に注意喚起していくことというのは現在もやっており、引き続きやっていく必要

はあるだろうと考えておりますけれども、そもそもインターネットリテラシー、インタ

ーネット上で正しく利用することとか、その活用する能力みたいなもの、教育庁さんの

方でも様々な形でＳＮＳ東京ルールだとか、モラル教育みたいなものも行っていると存

じておりますけれども、こういったリテラシーを高めていくということも非常に重要で

はないかと考えておりまして、ネットの中には危険とか、それからうそといったものが

当然つきものでございます。うそをうそだとわかって楽しんでいるというところもあり、

それについては全然構わないんだと思うんですけれども、それを真実だと思い込んでし

まって、様々な掲示板とかブログ、ＳＮＳの書き込みにそのまま左右されてしまって、

現実の社会でそれを信じて、そのまま行動してしまうということは非常に危険なのでは

ないかと思っております。  

  また、ネットによって幅広い知識や情報を得ることができると思っている人も多いと

思うんですけれども、果たしてそうなのかというところもございます。ネットを使って

いますと、様々な広告なんかもどんどん来ますけれども、自分が興味を持っているもの
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ばかりがどんどん広告として来るという実情もあるんじゃないかと思います。検索サイ

トとかニュースサイトみたいなものでも、使う人によって流れてくる情報が違っていて、

知らず知らずのうちに自分が興味がある情報ばっかりを見ているという面もあるので

はないかと思います。そういう自分に興味があるものとか、自分の興味のあるもの、そ

れから自分の意見に近いものばっかりを目にするようになってくると、世の中全体がそ

ういうものだという考えに陥ってしまう危険性といったものもあるのではないかと考

えております。その目にする情報といったのは正しいかどうかという保証もないという

ことです。  

  やはり信頼できる発信者からの情報であるかとか、あと、そういったことと 御家族の

方とか友人とか、複数の情報を総合して判断するということが大切なのではないかと思

います。現実社会では、小学校に通い始めて保護者と離れて行動するようになると、知

らない人についていかないとか、知らない人の車に乗らないとか、「いかのおすし」と

いうようなことを子供たちに啓発してやっていますけど、ネットの社会では、そのよう

なことを理解させる前に、子供たちにデビューさせているという実態が少なからずない

かなと考えております。  

  あるところで話を聞くと、歌舞伎町に子供一人で行かせてないですかみたいなことを

言う方もいらっしゃるんですね。もちろん、歌舞伎町に一人で行かせても大丈夫な子供

さんというのはいると思います。そこのところは、やはり保護者の方が自分の子供の理

解とか能力といったものを見きわめて、まずは近場に出して、そこから段階的に遠くに、

繁華街とかそういうところに行かせるということを現実ではやっていると思うんです

けれども、ネットの社会ではどうでしょうか。 40 億人とも言われるネットの世界で、一

人で子供を行動させている。当然そこには犯罪者もいるということではないかと いうと

ころです。  

  ネットで自分の欲しい情報といったものを得ることができて、その情報が正しいもの

かをきちっと判断できて、それによってトラブルに巻き込まれないように自分で守るこ

とができるようになる、そういったネットリテラシーといったものを子供たちに身につ

けてもらうといったことが、やはり大事なのではないかと思います。そのためには、保

護者の方皆さんがネットを正しく理解して、自分の子供の能力を正しく見きわめ、段階
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的な利用をさせることができるような力をつけてもらうために、我々行政とか民間事業

者や地域の皆さんの様々な方のお力をお借りしながら、私どもが様々な資料や情報とい

ったものを提供できるようにしていくということが大事なのではないかなと考えてお

ります。  

  もう１点なんですけれども、一旦子供にツールとして与えてしまえば、周りの友達か

らどんどん教えてもらって、簡単に保護者を超える使い方を覚えていきます。それがど

んどん上達するというのは悪いことではないと思います。でも、その子供たちの使い方

といったものを保護者の方、我々も含めまして、実態といったものをもっと知らなくて

はいけないのではないかなということがもう１点でございます。  

  実は、平成 29 年中に最もＳＮＳの中で被害が多かったものといった警察庁の統計もご

ざいまして、一番多かったのがＴｗｉｔｔｅｒ、次がひま部、その次がＬＩＮＥ、次が

ぎゃるる、その次がツイキャスという、こういうのを使っている のが実態だそうです。

さらに、今、話でいろいろ聞くと、ＳＮＯＷとか、Ｔｉｋ  Ｔｏｋ、ミックスチャンネ

ル、ピクトリー等ですね、私たちが全然知らないものを子供たちはどんどん使っている、

それがはやっているというような話もございます。また、子供たちは複数のアカウント

を持っていて、親と使うもの、学校の友達、その中でも仲のいい友達、趣味が合う人、

そういったのを使い分けて、いわゆる裏のアカウントの裏アカといったものをいっぱい

持っている。で、誰も知らないところで闇の自分、本音をぶちまけているという実態が

あるそうです。当然、保護者は自分とやりとりをしているＳＮＳのことしか知らないの

で、そういう実態を知らないという実情もあるそうです。  

  インターネットとかＳＮＳといったものを、やはり保護者の方が子供と一緒に学んで

いってもらって、子供たちから、どうせ話してもわからないでしょうと相手にしてもら

えなくならないようにしていかなければならないのかなといったところです。やはり鍵

となるのが大人の姿勢であって、子供といかに会話して、自分の子供がどういう使い方

をしているかといったところをわかることだということを、今、ちょっと考えていると

ころでございます。  

  一つ目が、子供のインターネットリテラシーを向上させるとともに、個々の能力に応

じた段階的な利用をさせる必要があるのではないかということ。 ２点目が、子供の能力
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を知って、段階的な使い方というのをさせるためにも、子供の実態を知る必要があるの

ではないか。私たちも、子供がどのような考え方で使っているのかといったことをよく

知ってから、取組を進めなきゃいけないのではないか、そういうようなことをちょっと

考えておりまして、皆様に御協力をいただきながら取組を進めていきたいと考えている

ところでございます。  

  私の話は以上なんですけれども、皆様からの御知見をお借りできればと思いますので、

御意見、よろしくお願いいたします。以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  東京都の取組について紹介させていただきました。鍋坂

課長、ありがとうございました。  

  インターネットの利用に関しては、様々な問題があり、現代の青少年にとって切り離

せない重要な課題と思っております。皆様方の団体等でも、様々な取組をされているこ

とと存じます。取組や日頃青少年と接している中で感じる課題について、ぜひこの機会

に共有させていただきたいと思っております。警視庁少年育成課長  太田様、ぜひ警視

庁様の取組について御紹介いただけますでしょうか。  

○太田（一豊）委員  すみません、警視庁でございます。  

  警視庁の青少年のインターネット利用につきましては、二つの対策を実施していると

ころでありますので、参考になるかどうかわかりませんが、お話をさせていただきます。 

  一つは、「～みんなで学ぶ～ＴＯＫＹＯネット教室」であります。これは、現在、中学

生、高校生、先ほど鍋坂課長からありましたとおり、スマートフォンの保有率が大幅に

増加しているというところで、児童生徒に対する高度な情報モラル教室は喫緊の課題で

あるという認識を持ちまして、警視庁が進めている事業であります。これは、警察と関

係事業者が連携をしまして、それぞれ専門性を生かした情報モラル教室を行うというも

のであります。平成 29 年９月からＮＴＴドコモ、本年１月にＬＩＮＥ株式会社、４月

にトレンドマイクロ株式会社と覚書を締結いたしまして、今お話ししました「～みんな

で学ぶ～ＴＯＫＹＯネット教室」を開催しているところであります。  

  これは、流れといたしましては、学校側の方から大体１コマをいただいているところ

でありますが、学校から授業を受けてみたいという要請を署にしていただきまして、Ｎ

ＴＴまたはＬＩＮＥ、トレンドマイクロと連絡を取り合って、日を決めて教室を実施し
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ているというものであります。締結してから６月末まで、教室の実施回数については約

200 回を超えたところでございます。これにより、児童生徒をインターネット空間の有

害環境から守るための情報モラル教室を、より効果的に実施することができるようにな

り、受講した児童生徒からも、ふだん何げなく使っているＳＮＳにも危険性があること

に改めて気づきました等、好評をいただいているところであります。  

  二つ目でございますが、二つ目は、携帯電話端末等のフィルタリング普及に向けた 広

報啓発活動でございます。これは昨年、いわゆるインターネット環境整備法が変わった

り、また、これを受けて青少年育成条例が改正されたりということを受けてでございま

すが、東京都青少年・治安対策本部と共催をいたしまして、スマートフォン等の新規契

約や機種変更が行われる進級または進学の時期を捉え、おおむね、大体３月でございま

すが、子供を守るネットルールＴＯＫＹＯキャンペーンを開催しているところでありま

す。このキャンペーンは今年で、今年３月実施いたしましたが、５回目となります。タ

レントによるネットルールに関するトークショーであったり、各種体験コーナー、また 、

事業者によるフィルタリングの説明等を行っております。毎年たくさんの方が参加して

いただいておりますが、今回は 850 名の方が参加していただきました。  

  以上、２点が大きなものでありますが、まだ、より効果的な情報モラル教室が推進で

きるよう努力してまいりたいと考えているところであります。  

  以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  スマホとか、低年齢化が進んでいるというところで、実際に学校の現場ではどうなっ

ているかというところで、まず最初に、公立小学校校長会の原委員、どのような 取組を

されているか、お伺いしてもよろしいでしょうか。  

○原委員  小学校の方でございます。先ほどもＳＮＳのいろいろな問題が発生していると

いうお話がありましたけれども、東京都の「ＳＮＳ東京ノート」を、作成委員で 作らせ

ていただいたんですけれども、小学校全校に、今、低・中・高３段階、それから中学校

と高校に５分冊になって配布させていただいております。それを、本校は必ず１学期中

に情報モラルについて、１年生なりに、それから６年生なりに、発達段階に応じて「Ｓ

ＮＳ東京ノート」で指導して、夏休みに、「私の家族ルール」というのを 作るのが毎回
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の宿題にしています。やっぱり先ほどお話があったように、親を啓発しないと、これは

子供だけではどうにもならないんですね。ですから、親を巻き込むために家庭のルール

を作ろうというのを毎回宿題にしています。  

  子供たちと親でルールを作って、子供が、もしその約束を破ったらおやつ抜きとか、

ちょっと罰則規定も作るんですね。それで、親と署名をして、９月の情報モラル月間に

ＬＩＮＥさんに来てもらったり、ＮＴＴドコモさんに来てもらったり、あるいは警視庁

にお世話になったりして、親子教室を実施して、親と一緒に、その決めたルールがちゃ

んと守られているかどうかを自己評価するんですね。それは非常に効果があ りました。

あとは、ＳＮＳ学校ルールを作りなさいと東京都の教育庁からの 御指示がありました。

３年前か４年前だったでしょうか。それで、うちの学校は「ＳＮＳ東京ルール」に基づ

いて「ＳＮＳ学校ルール」を、６年生が下級生たちのために卒業制作で作っています。

そうすると、自分たちの失敗を下級生には絶対起こしてほしくないなという思いで作る

ので、非常に効果があります。  

  でも、やっぱり、お話にあったように社会とかＩＴ業界が、もうちょっと変わってく

れないと、ここにも法整備の要請が書いてありましたけれども、日本はまだまだ 遅れて

いるなというのを非常に感じています。私もＩＴ業界の出身だったものですから、非常

に遅れているなということを感じています。でも、心の教育は、人としてやっちゃいけ

ないことは、ネット上であっても、同じだと思うんですね。ですから、今、道徳におい

てもＳＮＳのことが、教科書に載っていますけれども、私たち教員も、しっかり意識を

して心の教育を行っています。小学校の段階が、最後のとりでだと思うんですね。もう

中・高になると、親の言うこと聞かなくなりますよね、ですから、親とそうやってルー

ルを作って、「守らなかったら罰則だよ、おやつ抜きだよ」なんて言えるのは小学校ま

でなので、何とかここで、食い止めたいというふうに思っています。  

  学校の現状は以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  それでは、続いて、中学校校長会の臼倉委員、お願いいたします。  

○臼倉委員  中学校長会の臼倉でございます。  

  中学校の取組としては、今お話があった小学校と同じような取組をしております。Ｓ
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ＮＳ東京ノートを使った指導を行ったり、家庭ごとにＳＮＳ使用上のルールを作るなど

の取組も行っています。特に中学校の場合は、生徒が中学校に入学する段階でスマート

フォンの所持割合が高くなります。先日、小学校のある校長先生とお話したところ、ち

ょうど卒業を機に私立中学に進学が決まったお子さんに、スマートフォンを購入する家

庭が多いそうです。それを知った同じクラスで公立中学校 に進学するお子さんたちは、

私立に行く友達と連絡が取りにくくなるとして、卒業後も連絡を取り合うためにスマー

トフォンを買ってくれと親にせがむと聞きました。進学という節目以外でも、友人のつ

ながりを保つという理由で、保護者が子供にスマートフォンを持たせるきっかけになる

のだということを聞きました。  

  このように中学校への入学という節目で人間関係の広がりとともにスマートフォンな

どの所持率が上がります。先程、原委員の方から小学校での取組のお話がありましたが、

もし小学校で指導を受けずに、使い方のルールを余り意識しないでスマートフォン等を

使い始めていたとしたら、中学校でのトラブルは増えます。また、子 供が自由にスマー

トフォンを使用している中で、「中学校でインターネット利用上のルールを 作りましょ

う、それを守りましょう」という指導は、なかなか難しいし、家庭でルールを作り守ら

せることも困難になってきます。このことから小学校と中学校が連携して、ＳＮＳの使

い方等について子供たちに指導しよう、また保護者にも啓発をしていこうという 取組が、

それぞれの学校や自治体で少しずつ始まってきたところです。  

  一例を挙げると、それぞれの中学校独自のインターネット使用上のルールや自治体で

作成した使用ルールなどを中学校の生徒会の役員が、学区の小学校に出向き、小学生に

ルールの内容と必要性を伝える取組を行っている学校もあります。一方、子供が中学生

になると、子供のＳＮＳ利用状況が保護者から一層見えにくくなります。その意味では

保護者がスマートフォンを管理することも重要です。このことについても啓発活動が行

われたりしています。  

今の中学校の生活指導上の大きな問題が、ＳＮＳに関わるものです。例えば、ＳＮＳ

のやりとりの中での人間関係のトラブルが発生する、さらにそれが大きくなっていじめ

に発展するということは多く見受けられます。さらにそこから不登校になるという事例

もあります。また、生徒同士で「つき合ってあげるから裸の画像を送って」と女子生徒
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にＳＮＳ上で要求し、それに対して女子生徒が画像を送ったところ、その画像が多数の

生徒のライン等に送られてしまったという事例もあります。さらにその画像を見た別の

生徒が身分を隠して、女子生徒に別の裸の画像を送るよう脅すという事件もありました。

また学校にスマートフォンを持ち込んで体育の更衣を盗撮するというような事件も、実

際に中学校現場では報告もされています。  

  先ほどの提言にもありましたが、中学校長会としましても、早い時期から、様々な形

でしっかりと子供たちにインターネットの危険性と正しい使い方を理解させ、保護者に

も、スマートフォン等についての利便性とともに怖さも御理解いただく取組は喫緊の課

題だと思っています。さらに児童・生徒の発達段階等に応じてスマートフォン等を所持

させることができれば中学校としてもありがたいと思います。   以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  ほかに、何かインターネットの利用について御意見等ございましたら挙手をお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。  

  子ども会連合会、齋藤委員、お願いいたします。  

○齋藤委員  今のインターネットのお話ですと、どちらかというと自画撮りとかそちらの

ことを中心にお話しされているかと思うのですが、実は、それもそうなんですけれども、

依存症といいますか、スマホでゲーム等をやっていて、それが引きこもりになったり、

不登校になったりということもあろうかと思うので、合わせてそれも検討していただき

たいなと、もちろん皆さんもそうしているとは思うのですけれども、そういう違った面

もあるんじゃないかなと思っております。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、ありがとうございました。  

  そのほかに御意見等はいかがでしょうか。  

  はい、それではありがとうございました。  

  続きまして、「②地域と学校の連携について」、東京都教育委員会の取組を東京都教育

庁地域教育支援部、梶野主任社会指導主事よりお話させていただきます。お願いいたし

ます。  

○梶野主事  改めまして、教育庁地域教育支援部主任社会教育主事、梶野と申します。  

  私の方では、教育庁の方で進めております地域と学校の協働を推進する方策について
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ということで御説明をさせていただきたいと思います。着座にて失礼いたします。  

  事務局から与えられたテーマは「地域と学校の連携」ですが、私どもの方のスライド

では、「地域と学校の協働」という言葉を使わせていただいております。なぜ連携では

なく協働という用語を使うのかということを含めて、御説明させていただきます。  

  先ほど、本部長のお話でもありましたが、子供が大人になっていく上で必要なものと

いうのは、三つの教育力があるということを教育界ではよく言われてまいりました。一

つ目は家庭の教育力、二つ目は学校の教育力、そして、三つ目は地域の教育力というも

ので、この三つが一体となって子供が育っていくんだという考え方が示されていたこと

かと思います。現在では、この三つの教育力のうち二つの教育力、つまり家庭の教育力、

地域の教育力の低下というものが顕著になっていると指摘されています。  

  まず、家庭の教育力についてですが、それは世帯構成の変化というものを見ると、そ

の教育力の低下が如実にわかるのではないかと思います。口頭で申し上げますと、 1975

年、昭和 50 年には、三世代世帯、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、

子供がいる世帯の割合というのは全世帯の割合のうち 23.1％、夫婦と未婚の子のみの世

帯、いわゆる核家族の世帯は 42.7％で、ひとり親世帯が 4.2％だったというのが 1975

年ですね。それから 40 年後の 2015 年、平成 27 年には、三世代世帯というものが、こ

れは全国のデータなのですけれども、 23.1 が 13％に減り、夫婦と未婚の子のみの世帯

というのも、核家族も 29.4％に減り、その一方で、ひとり親家庭は 4.2％だったものが

7.2％に増えているということです。これは、先ほど申し上げましたように全国データ

ですので、恐らく東京で見たときには、このひとり親家庭の増加ということはもっと顕

著な状況なのかなということとともに、もはやサザエさんのような家族の暮らしなんて

いうものは想像上のものになってきているという状況があるのかと思います。  

  次に、地域の教育力の低下ということなのですけれども、これは総務省の報告書によ

りますと、地域関係の希薄化は顕著になっている。これは、もう皆さん、実感されてい

ることかと思います。その中の象徴的なものとして、自治会・町内会の加入率の低下、

近所づき合いの希薄化、地域活動の担い手不足という指摘がなされています。このよう

に、家庭の教育力、地域の教育力というのは、これまでは、いわば当たり前のように存

在してきたものだったのですが、それが衰退していった中で、子供への教育期待が、そ
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こが学校に集中しているという状況がございます。その学校も、大変な状況を迎えてお

りまして、皆様方の期待も、学力・体力の向上を初めとして、先ほど原先生のお話にも

ありました道徳とかキャリア教育、国際化への対応といった教育上の課題に加えて、不

登校、いじめ、ＳＮＳ対応などといった問題に対する的確な対処というものを求められ

るなど、学校だけで対応をしていくのが、かなり飽和状態にあるというようなことがご

ざいます。  

  そのような中で、ようやく行政の方も重い腰を上げて、教員の多忙化とメンタルヘル

スの問題というものを正面から取り組んでいこうということで、都の教育委員会でも、

学校の働き方改革プランというものを掲げて、その状況を改善していこうと しておりま

す。そういう状況もありまして、子供たちの教育を学校だけに委ねるという状況を少し

でも転換して、やはり家庭や地域の方で役割分担をしながら、きちっと意識的に取組を

進めていくということが現代に求められているということで、地域と学校の協働という

ものを施策課題にしてきたという背景がございます。  

  これは国の動きを見ても明らかなんですが、そもそも地域と学校の連携というものが

指摘されたのは平成８年の「生きる力」というようなことが言われた中教審の第１次答

申というところからございます。その後、平成 14 年、 2002 年に学校教育に総合的な学

習の時間というのが導入されたことをきっかけに、地域の側からの教育支援の動きとい

うものが一気に盛り上がってきたということがございます。  

  ただ、それを推進するための法律の論拠というものが当時はございませんでしたので、

そういった機運を受けて、法律に、やはり行政の仕事としてきちっと位置 付けていこう

というような根拠が生まれてきました。そのきっかけとなったのが、平成 18 年 12 月の

教育基本法改正でございます。この中に、13 条という条文が新たに設けられて、ここで

は、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力ということがうたわ れています。子供

を育てていくためには、学校のみならず家庭や地域住民等、地域を構成する主体が、総

力を出して子供たちを育てていこうという指針が示されました。実は、ここで大事なの

は、地域住民等の「等」という意味なんですが、これは国会答弁など でも文部科学大臣

が答えているんですけれども、地域住民とか地縁、地縁型の組織というのは当然入って

くるわけですが、地域を構成する企業、ＮＰＯなども含んだものを地域住民等と言って
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いるというようなところが一つ大きなポイントです。  

  この平成 18 年 12 月の教育基本法改正を受けて、社会教育法というものが平成 20 年の

６月に改正されました。この改正を受け、文部科学省は学校支援地域本部事業を施策化

しています。ありていに言いますと、地域の団体が学校教育を支援するための仕組みを

作っていこうというものが学校支援地域本部事業でございます。これが、どんどん、全

国的に活動が広がっていく中で、やはり、もう一歩進んだ取組を進めていかないと、学

校教育もたないぞというようなことが言われるようになってきました。そこで出された

のが、平成 27 年 12 月の中教審答申ということになります。ここで紹介しているのは、

学校と地域の連携、協働のあり方というものを進めていくための方策についての答申で

すが、これと同時に、皆さんお聞き及びかと思うんですけれども、チーム学校答申とい

うようなものを出しておりまして、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーを初めとした、あとは部活動の外部指導員とか、部活動指導員とか、そういった学校

外の人材も学校の中にチームとして入れ込んで、学校を支えていくとともに、地域と学

校が連携協働して子供たちの育成に当たろうというような方針が出されております。  

  これまた、答申を受けて、昨年の４月に社会教育法が一部改正をされました。その中

に、地域学校協働活動というものを教育委員会の事務に規定をするということ、もう１

点は、地域学校協働推進員の委嘱というものを規定するというようなことで、社会教育

法の中に、そういった規定が具体的に盛り込まれたということでございます。それを簡

単に示したのが、文部科学省が示したポンチ絵になりま す。学校と地域が手を結んで、

地域の資源を、青い丸で幾つかくくってあると思います。本日参加されている団体の皆

様は、社会教育法の位置付けで言いますと、多くの場合は社会教育関係団体と、ボーイ

スカウト、ガールスカウトの皆さんとか、青少年地区対策委員会の方とかいうのはそこ

に入られると御理解いただけたら思います。で、そういった方たちの力を、結集して、

学校を支援するとともに、様々な地域活動を一体的にといいますか、その地域に応じた

形で効果的に実施していく仕組みを作ろうというものが今回の法改正の趣旨というこ

とになっております。  

  それを受けて、東京都生涯学習審議会の方では、そういった国の施策の流れを受けて、

昨年の７月に、第 10 期の審議会を立ち上げて、審議を開始しております。お手元に冊
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子が用意されているかと思いますが、本年の２月に出された中間まとめの内容でござい

ます。ここに簡単に章構成を書いてございますが、先ほど連携と協働、何が違うんだと

いうような話を少し申し上げたかと思うんですけれども、連携と協働の違いといいます

と、協働というのは、連携というのは、それぞれが立場があって、一つ何か共通の目的

が出たら、その部分だけ連携して一緒にやりましょうというような考え方なんですが、

協働というのは、その立場の違いを乗り越えて、各々の組織が協働、協力して、一つの

組織では実現できない課題を、複数の組織が知恵を集めることによって課題解決をして

いこうということです。まさに、この会議の趣旨と同じではないかというふうに私は考

えます。地域の各団体がそれぞれの得意分野を持ち寄って、子供たちにとって、その地

域の子供たちにとってベストな活動というのは何なのかということを考えて 作ってい

こうというようなことを目指していこうというようなことで、連携と協働の違いがある

のです。  

  次に、章立てを見ていただいてわかるように、これまでの現状と課題というものを１・

２章で掲げて、これからどんな方向で進めていくべきかということを３・４章という形

でまとめているものでございます。時間の関係もありますので、簡単に紹介していきた

いと思います。  

  先ほど言いましたように、教育をめぐる社会状況の変化というのがございまして、そ

れを学校のみで担うのは量的にも質的にも困難だということで、社会総がかりの教育が

必要だという考え方が出されています。その考え方を地域の中で活動を具体化していく

仕組みとして、地域学校協働本部というものを 作るとともに、地域の高齢者、保護者、

ＮＰＯ、民間企業等といった、幅広い地域住民の参画によって、地域全体で子供たちを

育てていくという活動を進めていこうというものを、「地域学校協働活動 」と言ってい

ます。あわせて、２番の、下の２番のところにありますように、地域が学校運営に参画

するというコミュニティスクールの仕組みというものを設置、努力義務化したというこ

とが同時に行われているということも、一つ今回の改正の大きな特徴だということにな

ります。  

  第２章では、東京都が国庫補助事業なども活用しながら、それぞれ実施している取組

を紹介しています。主な取組は三つございまして、学校支援地域本部という事業です。
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これは、学校支援ボランティアなどを組織して学校を支援していくという仕組みなので

すが、現時点で、都内の約半数ぐらいの自治体で実施が始まっているということ。２点

目は放課後子供教室、これは都内のほとんどの自治体で実施されていますが、放課後の

安全・安心な居場所を提供するもの。３点目は、地域未来塾ということで、これは平成

28 年度から事業開始されて、学習習慣が十分身についていない中学生等に対して、地域

住民の力を借りた学習支援を行っていこうというようなことで取組をしてます。  

  それぞれの実施状況や課題などはここに書いてございますが、こういった活動を推進

していくためには、米印にありますように、コーディネーターという方が非常に重要な

役割を果たしているのだということをここでは紹介しています。その主な担い手という

のは、学校のよき理解者であるという必要もあるので、そういった意味で、ＰＴＡのＯ

Ｂ・ＯＧや、地域のいろんな関係団体の方、ＮＰＯの力の中の関係者というものが入っ

て、約 1,900 名のコーディネーターが、そういった地域と学校をつなぐ役割を果たして

いると。東京都自体は、広域行政として、企業とかＮＰＯの力を、教育支援に振り向け

ていくような取組を進めていこうということで、そういった連携組織というのを平成 17

年度から組織化して、今 500 を超える団体に加盟をしていただいているということでご

ざいます。  

  そういった活動をすることの効果というのは、学校教育にも役立ちますし、高齢者 や

地域住民の生きがいづくり、生涯学習の充実というようなものにもつながると、それぞ

れの方にとって「 win‐ win」の関係が作られるということのメリットがあるのではない

かということをここでは示しています。もちろん子供たちにとって、保護者にとっても

有益だということをここでは示しています。こういった活動を作り上げていくためには、

いきなり新しい組織を作るということでは、なかなかうまくいきませんので、各々の地

域の実情を踏まえた形で、そこにコーディネーターを置きながら、いろんな活動団体の

連携をしながら、作っていくのがいいのではないかというのがここに書かれてある趣旨

でございます。  

  そういった意味で、一番重要なのは、都の教育委員会の方で人材確保、養成が必要だ

というのは地域コーディネーターだろうというふうに考えていて、区市町村と連携しな

がら、こういったそのコーディネーターを学校区単位で配置していくようにしていくと
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ともに、コーディネーターのリーダー的な統括コーディネーターというものを、区市町

村の教育委員会単位で配置するというようなことで、取組を区市町村で行っていただく

ように働きかけていくとともに、東京都独自の取組としては、やはり先ほど言った広域

的な企業、ＮＰＯのネットワークというものを活用して、その地域のコーディネーター

のバックアップをしていこうと考えています。  

  真ん中の囲みの中に、プログラムアドバイザーというものを今年度新たに導入をして、

９月から本格稼働させる予定でございます。新しい学習指導要領、「社会に開かれた教

育課程」ということで、社会の風を、どの教科にも外部の力を取り入れていくようにと

いうような方向も示されています。企業とか、ＮＰＯとか、地域の人々が入りながら、

子供たちの授業が展開されていくような支援を、このプログラムアドバイザー、主にＮ

ＰＯとか、そういった専門団体の方のお力を借りながら、地域と連携して取組を進めて

いきたいと。特に、今、力を入れようとしているのは、１番目の教科学習の支援と、２

番目のキャリア教育の支援ということになります。部活動に対する支援も、今、モデル

的に武蔵村山市と日野市で、外部のネットワークといいますか、ＮＰＯの力を借りなが

ら、どうやって部活動指導員を入れられるかということの実験事業なども始めていると

いうところでございます。  

  そういった形で、これまでは最後の図でありますように、国の施策とかいろいろとあ

って、バラバラにいろんな活動が行われていたものを、今後は学校区レベルで、地域学

校協働活動という形で一つにくくって、それを効果的に地域で運用できるようなバック

アップをしていきたいと考えております。ぜひ、皆さん方の地域における青少年育成の

活動を、こういった取組の中に参画させていただいて、うまく学校と連携した取組を発

展させていくことで、地域の教育力を高めていきたいと思っております。  

  早口で申しわけありません。説明は以上とさせていただきます。ありがとうございま

した。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、梶野主任社会教育主事、ありがとうございました。  

  それでは、地域と学校の連携協働ということで皆様に意見交換をお願いしたいと思 い

ます。  

  では最初に、子ども会連合会の齋藤委員、地域と学校との連携・協働ということでは
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いかがでしょうか。  

○齋藤委員  はい、私、個人も、地域の小学校の学校運営をしたり、それから、子供放課

後教室のコーディネーターをしたりということで実際に関わってはいるんですけれど

も、毎日が放課後なわけですね、子供たちにとってはね。そこで、先ほど来あるように、

学校も多忙な学校経営になっていますので、そこに新たに、その教室、空き教室を確保

したり、その地域のために、じゃあ、そういう部屋をどう作るんだということは課題が

あります。  

  それから、学校の教職員の中でも、この地域に関しての理解を深めているというと、

なかなか一般教員までは、そこまでいかなくて、管理職の中でとどまっているのが現状

ですね。  

  それから、もちろん地域の皆さん方も、学校支援というのに理解はあるんで すけれど

も、先ほど来言ったように、今、若いお母さんたちも働くことが多くなっておりまして、

放課後子供教室などのボランティアを確保するのもかなりのネックになっております。

そうかといって、会社を定年退職された年配の方を活用するとなると、長い間企業でや

られた方が多くて、その自分の生き方を変えるというのはなかなか難しいということで

すね。だから、地域デビューするのがなかなか、特に男性の場合は、そういうふうに地

域デビューするのがおっくうになっているかなと思っております。  

  そういうもろもろのいろんな課題はありますので、今後、学校がどういうふうにこの

地域との連携、協働を深めていくかは、様々な角度からの検討課題は多いかと思います。 

  以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  現場の貴重な御意見ありがとうございました。  

  続いて、地域での活動ということで、日本ボーイスカウト東京連盟の浅野委員、もし

何かありましたらお願いできますでしょうか。  

○浅野委員  はい、小学校、とっても難しいんですね。外の者を余り受け入れてくれない、

特に団体に関しては。校長先生、教頭先生にお話をしても、ビラ １枚学校の門の外、敷

地外でも、それは許されないことがとても多いんです。だから、とてもそういうところ

で、都でやりたいなと思われていることと、現場の小学校の方とがちょっと食い違いが

あるのかなとは思います、ええ。でも、とても理解のある学校長、教頭先生のところで
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は、本当に地域のボーイスカウトの団体と一緒に、土曜日に活動したり、おまつりの機

会を持ったりとか、そういうところもあるんですけれども、なかなか、とても難しいと

ころではあります。  

○梶野主事  ありがとうございます。まさに、そのクッション材になるような役割を果た

すのがコーディネーターであり、地域協働本部だということを今目指していますので、

いい形で学校と地域の翻訳をできるような方々を育成・確保していきたいというのが

我々の願いでもありますし、そういった取組を進めていきたいと思っております。あり

がとうございます。  

 

○総合対策部活動推進担当課長  貴重な御意見ありがとうございました。それではよろし

くお願いいたします。  

  続いて、今度はガールスカウト東京都連盟の山下委員、いかがでしょうか。  

○山下委員  ガールスカウトでは、私立の学校になってしまいますが、今、東京で二つの

学校に、部活動の中にガールスカウトというものがございます。ある一つの私立の学校

は、小学校から大学まで、小学校１年生から大学生の成人になるまで、ガールスカウト

の活動を通じて、一人の女性を育てていく活動が行われています。先ほど、お話を伺っ

ていた中で、家庭の教育力が低下している。確かにそれは私たちが子供たちと接して活

動している中で、強く感じています。忙しいご両親と、そして核家族、三世代家族が今、

大分減っているというようなお話もありましたように、そこに代わる私たち、ガールス

カウトもボーイスカウトには、かなり年長者まで指導者がおりま す。ですから、その子

供たちのおばあちゃんに成り代わって道徳面、好き嫌いをしてはいけないなど、本来だ

ったら家庭で教えられてきたことの代わりを、サポートをしているような感じではござ

います。  

 以上です。  

○総合対策部活動推進担当課長  ありがとうございました。  

  そのほかに、学校と地域の連携、協働ということで、何か取組をされているとか、感

じていらっしゃることがあるという団体さんがありましたら、御意見をお願いできます

でしょうか。  
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 はい。東京消防少年団連盟、金井委員、お願いします。  

○金井委員  団体といいますか、もちろん消防少年団でも、先日も子ども会、子ども会も

やっておりまして、子ども会の中で、子供から、子供を通しての初期消火とかね、三角

巾の使い方ということで、地域の子供たちとのつながりを持っております。で、これは

消防少年団として。で、地域の一おばあちゃんとして、学校の１年生には昔の遊びを教

えに行く。それから、３・４年生になったらお琴を教えるとか、６年生になったらお茶

の稽古を教えるといったように、学校の先生との交流を、校長先生との交流を持って地

域とつながっております、私どもの地域は、はい。  

○総合対策部活動推進担当課長  はい、貴重な御意見をありがとうございました。いかが

ですか。  

○梶野主事  ありがとうございます。すごく、その、何かを習うということよりも、先ほ

ど言った家族形態が変わって子供自身が大切にされているという感覚を持つというの

が、とても大切なことです。地域の方との交流を行っている地区ではそういう効果が出

ているという話を伺っておりますので、今おっしゃった話というのは、それにかなった

お話だなと思うとともに、都内に、様々な取組を広めていきたいなというふうに思った

次第です。ありがとうございました。  

○総合対策部活動推進担当課長  皆様、貴重な御意見をありがとうございました。  

  そろそろお時間となりましたので、これで、平成 30 年度第１回「地域における青少年

健全育成推進会議」を閉会とさせていただきます。  

  最後に、事務連絡になりますが、第２回の会議は、来年の２月頃を予定しております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  本日は、御多用のところ誠にありがとうございました。  

午後４時 01 分閉会  

 

 

 


